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片親家族問題の国際比較

にし　　舳　　○
　　　　　　　　洋西　　村
創価大学助教授

子

　はじめに

　近年，欧米諸国では片親家族の発生と増大が顕著

である．その理由は．主として離婚・別居など婚姻

破たんや家庭崩壊と、未婚の母親の増加である．こ

れら片親家族の発生と急増の原因に，複雑多様で急

激な家族の変容、さもなくば危機ともいえる現象と

家族問題が集約されている．そのため片親家族の問

題は，今や欧米諸国の重要な社会問題の一っにもな

っている．

　片親家族の問題性は，月’親家族になる以前にも以

後にも，その内外にさまざまな問題を抱え，引きす

っていて、家族機能を遂行することがいっそう困難

になってきたことにある，さらに片親家族の発生理

由の多様化と量的な急増がみられ、問題性もいっそ

う複雑に肥大化している．

　そのため欧米各国では、深刻な背景をもつ片親家

族問題の対策に苦慮し、行政サイド・民間サイドそ

れぞれの立場からの問題解決を目差す努力がなされ

ている．

　近ごろはわが国においても，片親家族問題をめぐ

る状況が深刻化し，関係者や識者のあいだでは関心

や論議が高まってきている．しかし解決を目差す努

力や施策あるいは広く．・般の人びとの認識はどうか

というと．とても欧米諸国の比ではなく，かなり、［tl

湿れている．そこで欧米諸国における片親家族の実

情や社会的・政策的対応などを概観することは，わ

が国の施策の在り方を検討するうえで、なにほどか

の参考になると思われる．

　欧米諸国といっても，もちろん各国それぞれ社会

的・文化的・歴史的背景が異なり．片親家族問題も

決して・様ではない．本稿で取上げて紹介するのは

アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ．それに北欧

のスウェーデンの場合である，それぞれの国が共通

に家族の変容、家族の危機的状況のなかでの片親家

族問題に遭遇している．しかし各国それぞれ特徴を

もち、片親家族問題への取組み方の程度や方向性も

異っている，この5国のなかでとりbけスウェーデ

ンは高福祉国として知られ．片親家族問題は，包括

的な社会政策の・環に位置づけられ．世界で最も進

んだk・｝応がなされている．他はやはり福祉の長い伝

統と実績をもつイギリスのかなり充実した制度的対

応など，あるいはアメリカやカナダ・西ドイツの片

親家族の自動組織の在リナ元など，大いに＃i　IIできる

と思う．
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　ただ本稿では，片親家族の児童問題については，

資料や紙幅の制約もあり，今回は大きく取上げるこ

とはできなかった．したがって片親家族問題に関し

て，ごくマクロな視点から取上げる．また本稿は，

資生堂社会福祉事業財団の助成によって始めた，欧

米5か国の片親家族問題研究の一応の成果に基づく

ものである．各国を過去3年間にわたって実地に訪

問し，各国の主として片親家族の自助・互助組織や

団体，あるいは家族や子どもの問題に関係のある行

政機関などを対象に訪問見聞したり，その際収集し

た資料などに基づいている．

　片親家族のすう勢・実態　　　，

　まず各国の片親家族のすう勢をみてみよう．その

特徴は，端的にいえぱエ970年代になって数が増加の

一途をたどり，新たに父子家族や未婚の母家族など

も急速に増加してきたことにある、片親家族のおも

な発生理由は，配偶者との死別・離別・別居による、

あるいは未婚出生によるものであるが、そのうち近

ころ目立つのは，かつての死別に替り離婚・別居，

未婚の母が著しく増えたことである．もちろん今日

でも死別はまだ大きな要因であるが，大半の要因は

結婚破たん，家庭崩壊が容易に起るようになった結

果であり，自分の手元で子どもを扶育する未婚の母

親の家族が多くなったことである．

　ところで本来片親家族という形態は，片親の同せ

いや再婚の．あるいは子どもの成長・独立の時点で

終る．一度形成された片親家族の継続期間は，それ

ぞれ長い場合も短い場合もあり、その形成理由と形

成後の生活との関連の多様さなどとともに，固定的

世界の児京と母性

でも画一的でもなく，かなり流動的である．それゆ

えに片親家族は単一’の明確な定義づけがしにくい．

いつの時点，どの段階から片親家族とみなすかも難

しいし，親が子どもを扶養する年齢の上限も国によ

って異なっている．

　つまり結婚が破たんし終結して片親家族が形成さ

れる時点，あるいは新たに同せいし再婚して片親家

族が解消される時点は、公表の有無によって異なる

し，そのはっきりした認定もなかなか難しい．また

最近の傾向のように，たとえ片親が新たに同せいや

再婚をしても子に対する別れた親との共同親権確立

の傾向もあり，その場合，新しい家庭のなかに、元

の片親家族の意識や機能がもち込まれる．ゆえに家

族内の継父母子，継きょうだい関係がスムーズにな

れない．

　したがって片親家族に関しては，統計上の操作の

仕方，制度や政策的対応上の諸目的に応じて片親家

族認定のやり方も異なってくる．実態の把握も困難

な面が多い．このような事情も、現実に多くの苦難

を経験している片親家族に対する社会的関心や理解

を薄めている．あるいは誤解や偏見も生じやすく，

行政の対応も不備になりやすい．ともあれ各国の片

親家族のすう勢をみてみよう．

　1．アメリカ合衆国

　アメリカ合衆国では子ども全体（18歳以下）の98

％が家族のなかで育ち，その79％が両親と生活して

いる（1977年）．1976年には白人の子どもの85．2％，

黒人のそれの約半数が両親と生活していた．他方，

両親を失った孤児数は長期にわたり減少し続けたが

片親〔とくに母親）だけと暮す子どもは逐年着実に
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増加してきた．1977年には全家族世帯数の16．3％に

当る920万の片親家族がおt），7世帯中1世帯を占め

た、また全子ども数の17％が片親家族の子どもであ

った．

　アメリカの片親家族（ほとんど母子）のすう勢で特

徴的なのは，黒人のそれの激増である（全黒人家族

のうちで，1970年には28％であったものが、75年に

は35％，77年には36％へと増え，まさに3世帯中1

世帯余が片親家族で，白人家族の場合の2倍以上に

相当する〉．1976年には白人の子どもの12％，黒人の

子どもの40％，計LO30万人が片親家族に属してい

た．この片親家族のほぼ2分の1は離婚や別居によ

るもので，死別は減っている．

　いっぽうで父子家族の少ないことも，アメリカの

片親家族の特徴である、ちなみに父子家族は1959年

かち1972年のあいだにわずか3％の増加だが，母子

家族は45％も増加した，この理由は，父親の行方不

明や遺棄（とくに黒人家族に多く，公的扶助を得る

ための方便としての遺棄や離婚も多いという），ある

いは離婚後子どもの親権は圧倒的に母親である場合

が多いとか，父親の再婚率が高いなどが挙げられる．

　また今日の新生児の15％が非嫡出児で，その親の

半数以上が10代だという．非嫡出率はとりわけ黒人

に高い．1976年の黒人婦人による出生児51万3千人

中50．3％が非嫡出で．1965年の26％から2倍の増加

である．アメリカでは離婚や再婚が日常茶飯事とな

り．未婚の母や片親家族が増えたとはいうが，人ぴ

との生活スタイルは依然，結婚・家族・育児という

選択行動パターンを崩してはいない．ただ同せい・

結婚・離婚・片親家族・再婚などと家庭生活の内容
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が多様化し変化しているのだ．

　アメリカ人の結婚・家族志向は思いのほか強く，

全成人の96％が1度は結婚し，全夫婦の3分の2は

終生添い遂げるという．しかし38％の人は初婚に失

敗し，うち男性の83％，女性の75％（全体の79％）が

離婚後3年以内に再婚，さらにその44％が再び離婚

するという．1975年の離婚f牛数は史上空前で100万件

を突破、196（陣の2倍の増加をみた．

　離婚の増加は，両親の不和や離婚の影響を受ける

子どもを増加させる．その数は1960年の約46万3千

人から1976年の125万人に増え，毎年100万人以上が

離婚子になった．しかし他方では、再婚も増加し、

いわゆる崩壊家族と称されてきた半端な片親家族の

子ども（1，800万人）が，親の子連れ再婚によって．

新しい家族単位に組込まれている、

　今や混合家族（blending　family）と称される複雑

な継親子関係，親族関係が片親家族の新しい局面と

して現れている．

　2．西ドイツ

　西ドイツの場合、片親家族数は1978年には約82万

3千世帯，その子ども数（18歳以下）は127万2千で，

これは全有子家族とその子ども数に対して，各9．7％，

8．5％に相当する．1971年では65万5千（7．7％）世

帯に102万5千人（6．4％）の子ども数（6．4％）がい

たのに比べ，著しい増加である．

　片親世帯は1970年代にはいり逐増し，全有子家族

中の割合も年ねん増加した．ことに離婚・別居，未

婚の母の増加が顕著で，これらは今や全片親家族の

3分の2に相当する．とりわけ離婚・別居が60％近

い．また父子家族の増加は母子家族の増加より急激

’
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で，1971年の6万1千世帯から1978年の11万2千世

帯へ，子ども数は約11万人から17万人へと，それぞ

れ約72％，55％も急増した．1975年以降は全片親家

族のほぼ13％を上下し，その半数以上が離婚・別居

理由による．

　ちなみに西ドイツでは1977年に家族法が改正され，

婚姻解消理由はすべて破たん主義による判決裁定と

なった．最長5年，通常3年の別居を前提に離婚は

法規上は容易化した．それは70年代にはいり離婚者

数が毎年数千人ずつ増加し，1975年以降は毎年10万

人余が離婚し，1958年当時の2倍に増えたという背

景とかかわるものでもあった．大都市では年間の婚

姻2組中1組の離婚が成立するとされ，片親に扶育

される子どもの4分の3は「離婚の孤児」なのだ．

　こうして片親発生理由のうち，離婚・別居や未婚

親の増加が死別にとって替っておリ，1975年から77

年の2年間に死別は35．7％から32．4％へ減少し、逆

に離婚・別居と未婚親は合計64．3％から67．6％余に

増加している。未婚親は毎年ほぽ12％台で比率は小

さいとはいえ，片親の8人に1人が未婚親（ほとん

どが未婚の母親）ということは注目に値する．

　西ドイツの片親家族のすう勢は，家族や結婚の在

り方自体のすう勢と裏腹である．60年代初頭には年

間50万の結婚に5万の離婚があったが，しだいに結

婚数力寸減り，　離婚数力｛増え，　出生率力《激減し、　非…正

式婚が増大した．今や西ドイツの家族は，①結婚の

減少と離婚の増加，②子ども窮乏化への傾向（1965

～ 75年に出生率は50％減、1977～78年の1年間です

らL3％減じた．全家族の25％が子なし，30％が独O

っ子家庭で，3子以上の家庭は10％にすぎない．若

世界の児童と母性

い夫婦は子どもをつくらず，代りに金をかけた犬を

飼っていると嘆く中年以上のドイツ人も多い），③結

婚証明書のない結婚（同せい，非法律婚）の増加，な

どが今日，西ドイツで家族の危機的状況として社会

問題化している．片親家族の急増はそうした現象の

必然的結果であるようだ．

　3．イギリス

　イギリスでは1971年から76年にかけて．片親家族

数は約57万世帯から75万世帯に，子ども数（16歳以

下ないしは19歳以下の未婚就学子）は約108万人から

125万人へと，それぞれ32％，16％の増加をみた．ま

た片親家族の形成理由別では．1971年には未婚の母

9万，父親10万余，死別の母12万，離婚の母12万，

別居の母19万といわれ，未婚親や離別親の増加が目

立っていた．76年の時点には離婚が92％，未婚の母

44％，別居の母9％，父親家族29％で，71年より増

加した．

　イギリスの片’親家族問題に関しては，世界に先駆

けた最も包括的なファイナーリポートが，4年の歳

月をかけて1974年に完成している．このリポートが

片親の抱える生活問題の深刻さに対する世の関心を

高め，論議を沸騰させ，片親家族関係の自助組織を

設立させ，リポート自体行政に対して改善のための

230の提案を行った．

　いずれにしても今日のイギリスの片親家族形成理

由の半数以上は，離婚や別居である．当今では，離

婚で有責主義や裁判所の旧い家族法に煩わされるよ

り，離婚手続きのほうが容易であるとか，あるいは

公的扶助との関係で法的に別居する必要がなくなっ

たなど，政策や法制の変化にも大いに左右されている．
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増加し，全出生児の4分の1が婚外子であった．だ

が未婚の母の3分の2はその子どもの父親と同せい

していた、そして実際に多くの未婚の母が完全家族

に生活しており，もはやかの女らは非劇的な以前の

概念や事情に彩られてはいない．

　1973年の改正婚姻法で，事実婚・同せい婚が大幅

に認められ，結婚前に同せいして未婚の母となるケ

ースもごく当り前になった．1979年には3万5千～

4万の結婚が成立したが，その99％以上が結婚前に

長短の相違はあれ，同せい期間を置いている．結婚

式にかなりの年齢に成長したなん人もの子連れで式

を挙げるケースは、もはや物珍しくないという．し

たがって片親家族も離婚や未婚の母によって構成さ

れ存在するが，同せいや再婚などが容易で，かなり

流動的であり、他の家族と変らない制度的保障のも

とに置かれている．

　片親家族の生活問題と橿祉施策

　片親家族の生活問題にはさまざまな局面があるが，

その大きな潜在的問題点は，子どもの養育保護と家

計および家事の維持管理であろう．すべての片親家

族が重大な生活障害や問題をもち．欠陥があり，不

幸であるとか，片親家族という形態自体が，半端で

逸脱し，家族機能遂行に支障をきたすとはいえない．

にもかかわらず古くから「崩壊家庭」とか「解体家

族」として，社会問題の多くのための責めを負う対

象とされた　　たとえば，精神病，食困，教育欠如，

道徳意識の低下，非行など．また地域社会からの偏

見社会的孤立，片親家族の子ども一とくに離婚や

夫婦かっとうの産物である母子家庭の一は，悲劇の

世界の児童と母性

産物，病的性行，情緒的破壊性などが，偏見や誤

解に基づいて周囲から指摘されてきた．

　それらが誇張であり，社会の無理解や認識不足に

よるものであったとしても，両親家族がことさら正

常視される限りは，多かれ少なかれ片親家族は，損

失や生活上の困難に直面せざるを得ないのである．

　そこで各国の片親家族の経済収入・住居・保育・

法律・子ども・孤独・社会的偏見などに関して，資

料の許容する範囲内で紹介してみよう．

　1．アメリカ合衆国

　アメリカ合衆国では全家族の約1割が貧困だとい

う（1975年）が，とりわけ母子家族の平均収入が最

低である、母子家族中食困なものは，1959年20％，

1969年には36％，1974年には46％にまで増加した．

1，100万人以上の子どもが責困家族に属し，その半数

500万人以上が母子家族の子どもである．母子家族の

子どもの貧困率は52％で，父子家族のそれの9％に

比べてはるかに高い（1975年）．男女間の収入格差は

広がるいっぽうである、片親家族は女世帯のほうが

普通で，その60％が働き，1970～74年の問に働く片

親家族の母親は29．2％も増大したし，3歳以下の子

をもつ未婚の母親の46％が就労していた（1975年）．

それにもかかわらず母子家族は経済的資源に乏しい．

　また10代と黒人の女性に多い婚外出生は黒人白人

を問わず，ほとんどが責困化，福祉依存，出産によ

る教育の中断や喪失、失業、悪条件の就労などの過

程をたどり、非嫡出児自らもまた非嫡出児を産むと

いう悪循環の痛ましい状況だという，

　アメリカ合衆国は欧米諸国のなかで，包括的家族

政策をもたない唯一の国，否，むしろ反家族政策を
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もつとさえいわれる国である．植民地時代の伝統や

風土により，家族は私的な自立自尊の小共和体とい

う神話やイートス（国民魂）が強く支配している．

これが連邦行政レベルでの包括的家族政策推進に歯

止めとなり，二律背反的に作用し，今日のアメリカ

の家族を不幸にしている．一一因でもあるという．家族

政策に関する二律背反性やジレンマのはざまに，ア

メリカ社会の貧困層，非嫡出．近親家族，孤絶する

単身者（全世帯の5世帯中1世帯が単身者で、1970

年より54％も増大した）がいる．

　2．西ドイツ

　西ドイツでは1978年の統計によると、母子家族の

母親の就業率はほぼ6割で，フルタイマーが大部分

である．両親家族の母親は4割弱だけがフルタイマ

ーだが．未婚の母74％，離婚65％、死別42％と母子

家族の母親の就労率はかなり高い．父子家族の父親

はほとんど常勤である．

　収入はどんな具合かというと、片親家族は全般に，

とりわけ母子家族の実質収入は低い，1976年の西ド

イツ全勤労者家族の96％が月収11マルク以上．だ

が全母子家族の6割，父子家族の5分の1が1千マ

ルク以下で，全母子家族の37％は8百マルク以下で

貧しい．1975年の公的扶助依存家族全体の3分の2

が片親，とりわけ母子家族であった．

　今日，関係のある社会保障は，①公的扶助，②児

童手当（Kindergeld），③住宅手当（W・hngetd）の3種

である．最近の調査では，母親自身の公的扶助受給

率が高いのは、離婚と未婚の母であt），児童手当の

受給率の高いのは死別と別居の母である．公的扶助

では十分に生活できない母の約半数は元の配偶者や

8

子どもの父親関係からの扶養費獲得権をもつ，ここ

では死別の母の9割が扶養費を受取って最も恵まれ，

離婚の母と未婚の母が最も歩が悪く，それぞれ3割

と1割の者のみが得ているにすぎない．

　子どもの扶養については，扶養費を父親から受取

る率は，離婚の．r一どもが明らかに最もよく、未婚の

母の子どもが最も悪い．未婚の母の子どもの4分の

1は扶養費請求権がない．未婚の母の3人に1人は，

相手が不明であったり．外国にいたりで、請求しよ

うがない．西ドイツの未婚の母は．母親の自我意志

だけが飛んでいてもt現実の生活は，不十分な社会

保障を頼りの、決して格好いいとはいいきれない．

扶養費が十一分に取れない者に対し政府による扶養貸

付金制度も採択されるようだし，片親家族対策は徐

じょに行政面で推進されている．しかし離別後扶養

費支麺、いや訪問権の行使で約束を守らない父親も多

く，親子間の調整はまだ法的に十分でない．

　こうして西ドイツの片親家族は、激化する家庭崩

壊現象の浸透ぷりと比べれば、経済苦や扶養問題の

不備など．まだまだ社会の辺境集団として位置づけ

られている，

　3．イギリス

　イギリスはどうであろうか．ファイナー報告が世

に出て数年，その間，報告での230の政策提言の多

くが実現し．実現を約されたし，片親家族に対する

社会的認識も深まり，偏見や圧迫も以前に比べて軽

減されてきたという．しかし政府に拒否された提言

も．100以上あるなかで重要なのが，片親家族の寅困

救済のための特別現金手当と，片親問題すべてを一

括して扱える統一・家庭裁判所の設置の2項目である

●
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という．片親家族の問題は依然多い．

　イギIjスの貧困家族は，10のうち2が片親家族．

課税水準以下の低収入の親の10人中2．5人が片親．食

困線以下の家族10のうち3が片親家族．家なし家族

10のうち3．5が，また家族収入補助（Family　Income

Supplement）受給家族10のうち4．5が、それに最大依

存している家族10のうち5が，施設で保護されてい

る．f“ども10人中5人が公的扶助給付（Supplementary

Benefit｝受給家族10のうち6が，それぞれ片親家族

なのである．公的扶助給付受給の片親家族は，毎年

10％ほどずつ増加し続けている．

　片親家族は公的扶助に依存せざるを得ない額も期

間も両親家族より多く，平均収入は両親家族のそれ

の半分である．就労する片親は多いが，フルタイム

26万人中の1万人，パートタイム8万人中の1万人

の片親労働者は，公的扶助金のレベル以下の低収入

である．

　ちなみに1976年4月期の片親の平均週給は，父親

が70ポンドであるのに，母親はその6割強の45．3ポ

ンドにすぎなかった．

　貧困は片親家族にふりかかる困難や障害を拡大再

生産し，悪循環させ，悪化させる．貧困ゆえに社会

的孤立，住宅問題、子どもに人並の楽しみや喜びを

もたせられないなどの問題がつぎつぎと生じてくる．

　今日，イギリスでは全般的な社会の経済的停滞化

と低調が，片親家族問題の対策にも大きな障害とな

っていることは，きわめて重要な事実のようである．

それゆえに片親関係の自助・互助団体などでは，公

的扶助受給資格認定に重要な役割を果す「同せい規

準（eehabitatien　rule）」の緩和ないし撤廃を求める

世界の児歳と母性

運動をしている．つまり母子家庭では、正式婚でも

なく，相互に経済的に独立し，責任を取合わない状

態であれ，同せいしている相手がいると認定されれ

ば（規準が定かでないのに役所の認定はたいへん過

酷だという）、このカップルは結婚しかつ同…生計に

あると判断され，公的扶助受給資格を奪われ，支給

が中止される．毎年約8千人の子もちの女性が，同

せい規則に触れて，公的扶助を取消されたり，拒否

されて，愛と生活のジレンマに苦悩している．

　4．カナダ

　カナダは通常イギリスやアメリカほどわれわれに

知られていないし，その内容も地味ではあるが，か

なり進んだ福祉国のように思われる．片親家族問題

に対して関心がもたれ実態調査や研究が始められた

のは，イギリスよりもむしろ早い時期で，1970年以

来であるという．これらの調査や研究は，家族調査，

広報，教育，社会活動などに主眼を置く専門研究機

関の支援を受けたり，あるいはカナダ連邦政府機関

という行政サイドの委託研究などである．それまで

も離婚や未婚の母などに関し，個別の事項としては

かなり研究されていたようだが，片親家族問題とし

てトータルにとらえられるようになった．

　これらの研究は，片親家族に関するカナダの関連

文献や調査における見解の検討、片親家族の人口動

態や片親家族へのサービス提供組織の検討審査，片

親家族自動組織形成の示唆，片親家族問題への社会

的啓蒙と教育を喚起させ，認識させ，片親家族の生

活を社会の主流に加え，その狐立と不正な分離を防

く’ことを目差すなどであった．カナダの片親家族を

包括的にその福祉的観点から研究したフロンティア
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の一・人であるB・シュレシンジャー（トロント大教

授）は，片親家族の経済的・情緒的困窮を明確に描

き出してみせた．片親家族への社会的差別偏見やス

ティグマ（焼印．汚名）、地域社会サービスの不備，

子どもの養育上の問題，物心両面のかっとう・喪失

と重い負担などである．

　5．スウェーデン

　スウェーデンでは離婚や未婚の母による片親家族

は事実存在している．しかし経済的困窮と社会の偏

見差別のなかで社会の辺境に放置され，圧迫される

存在ではない，ひところ話題になった未婚の母も，

性教育の推進，中絶の合法化、養子制度の充実、同

せいや事実婚の法的・社会的承認，税制の改革，各

種社会保障の充実によって，かつての概念，かつて

の困難な状況におかれなくなった．片親家族の自助・

互助団体や機関は，今や社会保障制度とさまざまな

福祉政策のなかに消化され，もはや他国のように存

在の必要はない．

　スウェーデンの片親家族は，経済・保育・住宅・

就労などあらゆる面で両親家族と変らず、恵まれて

いる．スウェーデンの人は「片’親家族はちっとも惨

めヒやない．かえって離婚した中年の父親や独り者

などのほうが惨めで食乏だ」と言う．離婚すれば．

子どもは母親に渡し，扶養費は取られ、週末や休日

には子どもの面倒を見，杜会保障での恩典や減税は

少ない．今日のスウェーデンの片親家族問題は，経

済問題よりもむしろ，離別後のあるいは家庭崩壊後

の夫婦の情緒関係の調整，親族や交友関係の中断や

変化がもたらす孤独や寂しさ，子どもの親権帰属を

めぐる問題．離別後の両親の共同親権（joint　custody）

ユ0

行使をめく’っての問題など，精神的かつ法制的な面

での問題が重要になっているようである．

　子どもを両親の「離婚争い」やかっとうの道具に

使わない，片親（母親の親権が7e～72％で共同親権

のケースはまだ一・般的でなく，首都ストックホルム

ですらわずかに10％であるという）になって崩壊家

庭のしこりを残さないためには，円満な共同親権行

使が最適だが，現実にはなかなかうまくいかないよ

うだ．また多くの母親が親権をもつことは，別の家

庭から離れた父親である男性と再婚や同せいをする

可能性が大きく，複雑な継父子関係になりやすい．

スウェーデンでは継母と同居する家庭はむしろ少数

で，継父と住む子どものいる家庭が少なくみて10万

ある．母親親権は経済的に苦労が少ないだけに，か

えって男性と同居しない母子家族を多く生み出すこ

とにもなる．

　片親家族の自助・互助組繊

　片親家族に関する内外の諸条件は，片親家族自体

の発生理由の多様性・複雑性が増し、量的に急増し

たこと．片親家族に対する社会的偏見や差別や，片

親家族に対する福祉施策の不備や遅れなど，さまざ

まだが，こうした問題のよりよい解決と片親家族の

社会的地位の向上，片親同士の助け合いなどのため

に結成され，活動を展開しているのが、片親家族の

自助・互助組織である．それぞれの国に独自の組織

が結成され，結成の動機・歴史・規模・活動の在り

方などさまざまであるが，共に1970年前後に深刻化

しはじめた家族解体現象の落し子である．

　イギリスには今日，片親家族支援の，あるいは自

・



助・互助の組織や団体は多数あるようだが，各行政

方面への働きかけや広範な広報、社会的キャンペー

ンなど内外共に活発な活動を展開しているのは．「片

親家族のための全国評議会INational　Council　for

One　Parent　Families　）　llと、「ジンジャープレッド

〔Ginge］’bread）」の：つである．前者は1918年に婚外

出生児救済を目的に設、乞され、長年「未婚の母と了・の

全国評議会」として知られてきたが、1973年に改称

し，活動内容もすべての片親とその子どものための

支援へと拡大した．主として片親家族の啓発教育と

支持を目差す公認慈善団体で，寄付と政府補助で運

営され，片親への無料サービスを行う民間任意団体

である．後者は1970年に発足した片親家族自らで構

成運営される自助組織である．当初のころの片親た

ちの手紙や電話という情報メディアによる自助・ttl：

助活動が．やがて全英にわたる明確な組織活動に成

長してきた．1978年初頭には，4百を超えるグループ

と約3万の会員数を数える．

　これら二つの組織は，片親家族支援の広範な実践

活動，カウンセリング．アドバイス．機関誌，年間

報告、各種啓蒙出版物を1二II行し、関連行政機関に資

料提供や提言を行う圧力団体でもある．ファイナー

リポート作製には両組織とも重要な役割を果し、今

日もリポートに盛られた提言実現に尽力している．

　西ドイツにはまだ規模自体は大きくはないが，か

なリ強力な圧力団体的性格をもつ片親自助組織があ

る．西ドイツの連邦公認の唯一’の片親団体である「独

り者の母親と父親の団体（VAMV；Verband　Allein－

stehender　Mijtter　und　Vtiter）」である．1967年に

「未婚の母の団体．として創設された．この団体の活

世界の児■と母性
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動目標は，他の公私の関連機関や団体と連けいして．

片親家族の社会公民的原則の保障と地位向上，法的

権利の確辻，生活条件の向上改善を目差す．行政や

法制に働きかける圧力団体的性格をもつ．

　アメリカ合衆国の片親家族団体「配偶者なき親の

団体（PWP；Parents　without　Partners　lrlc．）」は、

1957年に非営利団体として発足したきわめて自助・

亙助的性格の強い片親家族組織である．発足以来20

年間に，カナダ・オーストラリアをはヒめとして他

国に急速にその輪を拡大し，今や会貝総数16万ノY，

地域支部数950余をもち、世界の同種の団体や組織の

なかでは最大である．片親とその子どもの福祉と利

益に専ら貢献し，非営利・不偏不覚の教育・啓蒙の

ための国際的団体であり、活動はすべて会員のポラ

ンタリーによる．

　カナダには一ヒ記PWPが4eo支部を擁して活動して

いるが，カナダ独自のものとして．「片親家族協会

（OPFA：One　Parent　Family　Association｝、と、ほか

にも「単親家族協会（Single　Parent　Families　Associ－

atlon）」とか、「独1）親協会（S〔ito－Parents　Association）」

】1



などがある．例にOPFAを取上げれば，カナダ東

部地方を中心とするこの団体は1968年に成立しt

PWPとともに，きわめて自助的性格が強い．両者

は規模や歴史は異なっても，その理念，活動目標，

活動の仕方，綱領などひじょうによく似ているし，

なによりも会員による自立自尊，H助・互助の精神

が基底にあること．地域社会に根ざそうとすること，

団体や会員同士で疑似家族・親族的なふんい気を期

待し，創出しようとすることなどが，大きな特徴で

ある．

　片親家族に発生する問題を，片親が互いにわかち

合い，友情・情緒的支援．技術的専門知識などを提

供・交換し，片親やその子どもに対する世間的偏見，

スティグマや差別を取除き，自らの再生と成長を意

欲する．以前には大家族や親族，同業組合’労組・ク

ラブ・教会・そして緊密な地域共同体などが果して

きた自動・互助機能を、とくに情緒面と精神衛生面で

の機能を中心に代替するようになったのが，PWP

やOPFAなど北米の片親組織であるといえよっ．

　このように各国にさまざ圭な片親家族の自助組織

がみられる，VAMVやジンジャープレッドのよう

に公的援助を受けるものもあるが，アメリカ・カナ

ダなどはほとんどが会費・バザー・寄付などの自己

資金でボランティアによll運営される．活動内容は，

独り身の母親や父親が自らの苦悩や困難な問題を解

決するために結束し，孤立と不利益iを克服し，職業・

住宅のあっせん，カウンセリング，子どもの扶養と

教育に関する知識・情報の交換，離婚や別居後の訪問

と扶養の実施方法の確認，再婚と継父母子関係，混

合家族関係の好ましい在り方などに対する助言・指

12

導である．

　むすび

　以下片親家族の当面する問題を大まかに整理し．

対応の在り方について述べてみよう．第1に，経済

的責困が根底にある．これには子どもを抱えた片親

の不利な就業条件、不卜分な公的扶助、離別した配

偶者による扶養料の支払い問題など．それなりの理

由がある．第2に，結婚破たんや家庭崩壊による失

敗感・悲しみ・喪失感・孤独・屈辱感・ざ折感など

種じゅの後遺症とか，社会的ネットワークが断切ら

れ，友人関係も親族関係も変ったり失われたりして，

社会的孤立が著しい．離婚の母，未婚の母には，社

会的偏見や軽侮，奇妙な好奇心がもたれやすく，伝

統的な家族観・結婚観が根底にあるだけに問題はこ

とに深刻である．第3に、片親家族（とくに母子家

族）形成後の離別親の訪問権，共同親権などの行使

の問題がある．複雑なかっとうや憎悪のあとの離別

などが増えるに連れ，この問題はいっそう切実だ．

第4は．片親の新たな相手との同せい・再婚に伴う

継父母子関係，あるいは，混合家族の形成に伴うか

っとうや不安である．離別の親子は扶養などの関係

もあり．生物学上の父や母との結びつきを強調しよ

うとするから，再婚や同せいの場合には、そこに継

親子や義理きょうだいの複雑な家族関係が成立する．

幼い子どもはもちろん，親も混乱や困惑が生じやす

く，これが家族内関係の緊張や不和や，かっとうの

原因になり，再び家族崩壊に至1〕やすい．

　片親家族をめぐる問題の細密な調査・研究により，

よりいっそうの理解と施策の充実が必要であろう，
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　母子家庭の動向と対策

　戦前は，昭和初期の大不況のため親族などの援助

が得られない母子家庭に，棄児や母子心中が多発し、

また満州事変から始る戦争遂行のため，昭和！2年に

｛珪子保護法と軍事扶助法が制定された．戦後は，直

後の混乱期にこれらの法が廃止され，貧困母子は旧

生活保護法によることになったが、やがて戦争犠牲

者，遺族援護対策として、各種の優遇措置が採られる

ようになり，これらの総合として，昭和27年に「母

子福祉資金の貸付等に関する法律」が制定された．

　他方，年金制度は昭和16年の労働者年金保険が全

面改正されて、19年に厚生年金として発足するが，

その後の終戦などの混乱により，母子家庭対策とし

ての現実的効果は、昭和34年の国民年金法の公布以

後になる．つまりこのとき、新たに母子・準母”f’　＃！

金のほかに，母子福祉年金と準母子福祉年金が設け

られた．これらは死別による母子家庭のためであり，

生別による母子家庭のためには，昭和36年に児童扶

養手当が制定され，あいまって母子家庭の生計に，

年金や手当の支給という形で資することになった．

　この間の全国母子世帯調査では．昭和31年，114万

9千世帯（全世帯に対する発生率は5．8％）で、死別

77．9％｛うち戦争死26．1％）．生別20．5％，その他と

なっておO．36年には，102万9千世帯（発生率4．4

％）で，死別77．1％（うち戦争死14．1％）、生別21．7

％，その他となっている．ここにみるように，戦争

死は約2分の1になリ，戦後色は薄れ，病死・事故

死・離別・行方不明などの割合が増加してきている．

そこでこうした状況にこたえ、恒常的な母子家庭総

合対策として，昭和39年に母子福祉法が制定され、

現在に至っているのである．

　母子福祉法とその後の動向

　母子福祉法は基本理念として「すべて母子家庭に

は、児童が、そのおかれている環境にかかわらず，

心身ともにすこやかに育成されるために必要な諸条

件と，その母の健康で文化的な生活とが保障される

ものとする」（第2条）とあるが，中身は昭和27年の

「母子福祉資金の貸付等に関する法律」に，若干の

その後の事業と施設などを加えたものにすぎない．

　つまり生活上必要な福祉資金の貸付，公共的施設

における売店などの設置の許可，たばこの専売品販

売の許可，公営住宅の供給に関する特別の配慮、母

子家庭の母および児童の雇用に関する協力、母子福
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祉センターや母子休養ホームの設置などであり、こ

れらを含めて母子家庭を支援するものとして．直接

には，母子相談員と福祉事務所があり，さらに児童

福祉審議会と，（民生）児童委員の協力，ならびに

最近、家庭介護人の派遣が加えられるようになった．

また児童福祉法に属するが，昔｝子寮も，母子家庭の

宿舎と生活指導上，重要な役割を担っている．

　母子世帯のその後の動向は，昭和42→48→53年調

査において、世帯数は51万5，300（発生率1．8％｝→62

万6，200〔1．9）→63万3．70（泄帯〔1．8％’）と，42年に大

きく減少した後，発生率はあまり変わらないが，絶

対数は徐じょに増えてきている．発生原因別では，

死別が68．工→6L9→49．9％と減少の一一途をたどり，

逆に生別が28．2→33．7→45．9％と増加いっぽうとな

っている．生別の内訳では，離別（離婚と内縁解消）が

この間に1．6倍の37．9％，未婚の母が2．7倍の4．80／o、

遺棄が43年に増え，その後減ってL2倍の3．20／e，生

死不明は7割に減って0、7％となっている．

母子家族の実態

　昭和53年調査によると、34歳までの若年母子世帯

では，死別33．8％，生別64．0％（うち離別52．3％，

未婚の母7．0％，遺棄3．7％，生死不明1．0％）となっ

ており，人間関係破たんの問題が大きく発生原因に

浮ぴ上がっている，35歳以上の高年母子世帯では，

死別65．5％，生別29．8％で，これは昭和42年の総数

の割合にほぼ近い．

　母の年齢は40代49．5％，3〔賦29．7％，50代13．4％、

2〔賦5．6％であり，30～40代が増え，50代が減ってき

ている．母子世帯になった年齢は，30代前半の23．9

14

％，次いで30代後半の22．2％が多いが，35歳を境と

すると，それ未満は49．2％それ以後は50．8％と．ほ

ぼ半はんになる．こうした母親のうち，就労してい

る者はやや増えて85．2％となっているが，常雇者5L7

％のうち最も多い25．1％は従業者30人未満の小零細

企業であり，自営業主の13．6％もほとんどは零細企

業に属し，その他臨時・日雇が7．3％あって，安定度

と収入において恵まれていない．

　子どもの数は．99万1千人〔20歳未満人口の2．8％）

で1世帯当‘〕1．61．であり，やや増加の傾向にある．

子ども1人は減って55．9％，2人が増えて34．4％，

3人以上もやや増えて9．7％となっている．就学状況

別では未就学児10．5％，小学生28．2％，中学生22．0

％，中卒児39．3％（うち高校生22．1％）である．子

どもについての「悩みあり」は、母子世帯全体の59，1

％で．内訳は進学，教育．しつけ，就職問題の順で

ある．悩みの多いのは中学生，小学生，未就学児、

中卒児の順になっている．進学目標では，男子では

大学，女子では高校が，’トばを超している．

　所得では，平均世帯人員3．2人で税込年間156万円

で．これは般世帯呼均世帯人員3．6人）の336万円の

半分以下である．調在月（53年7月）の所得平均は15

万円で，うち給与と事業所得は10万4千円，年金1

万8千円，生活保護7千円，児童扶養手当7千円．

資産所得6千円、親族などからの送金3千Fl．その

他5千円となっている．また中卒児以上の学資の支

出は，平均2万円（高校は1万5千円）である．

父子家庭の動向と実態

父子家庭については，こttまで特別の施策はなさ

・

、
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れていない．しかL最近，核家族化により親族など

の援助が得にくく，就業と家事・育児の両立困難な

問題，低所得家庭が少なくないこと，地域社会的な

孤立，再婚困難な高年父子家庭の問題など，その深

刻さが注目され，ようやく施策化の方向へ動き始め

ている．

　昭和50年の国勢調査および52年の全国社会福祉協

議会・全国民生委員児童委員協議会の調査によると，

父子家庭は約10万1千世帯でt母子家庭の6分の1

である．父の年齢は40代46．8％，3〈）代26．30／o、50歳

以上22．8e／o，29歳以下4．1％となっているが，44年調

査に比べ若年化の傾向にある．発生原因別では，死

別の48．5％に対し，生別が逆転して51．5％となり，

内訳は離婚39．2％、家出5．5％，別居2．5％．未婚の

父0．4％、その他3．9％となり，ここにも人間関係の

破たんが大きく現出している．

　父の職業は常雇39．0％，農漁業16．6％，日雇14．0

％，自営業主11．3％，その他11．8％，無職6．2％であ

り，少なくとも2割以上は不安定である．所得月額

は10～15万円未満33．9％，15～20万円未満23．2％と

続くが，10万円未満の低所得も20．0％ある．生計上

の公的援助は3割しか受けておらず．内訳は児童手

当（多子）9．7％，生活保護8．8％，世帯更生貸付資

金2．8％などである．医療保険の種類は，国民健康保

険SO．7a／eであり，ここからも就業と収入に恵まれな

い者の少なくないことがうかがわれる．

　家事の中心者は父44．9％，子ども23．2％，親族19．1

％，その他12．8％であり，かなりの苦労がありそう

である．なお父の帰宅は午後7時以降が52．1％を占

める．子どもの就学状況は小学生32．2％，中学生24．3

世界の児童と母性

％，高校生18．4％、未就学児13．6％，短大・大学生

9．1％などとなっており，半分近くが小学生以下であ

る．父の困っている問題は，家事31．8％，子どもの

教育23．3％，生計13．3％，相談相手なし8．1％などで

ある．相談相手は親族が57．4％であるが，　「特にな

い」も10．0％ある．最後に，再婚したいが53．8％あ

るが．子どものために再婚しない20。9％，再婚した

くない15．0％もある．

　片緩家庭の問題点と今後の対策

　1．子どもへの視点

　片親家庭の子どもの発達は，小学校時代までは表

面目立った問題はない，といわれる．しかし思春期

にはいると，全世帯数に対する母子世帯の比率1、8％，

父子世帯の比率0．3％であるのに，たとえば，非行少

年の全発生世帯に対する母子世帯の比率は10．O％，

父子世帯の比率は4．6％であり，自殺少年の全発生世

帯に対する母子世帯の比率は4．4％，父子世帯の比率

は8．4％であるところから，母子家庭，とくに父子家

庭に，思春期の問題の多いことが推察される．諸統

計や対策にもみられるとおり，従来，片親家庭の問

題はほとんど親に基づいてなされているが，子ども

の発達とその問題にもっと直接注目する必要がある．

　2．精神的・人間関係的・家庭機能的視点

　既述の対策にみられるように，従来はとかく親の

生活自立のための物質的・経済的援助に傾いていた．

ところが発生原因別にあるように，最近の片親家庭

は人問関係の破たんから生じることが多くなってい

る．この破たん前後から始る精神的問題，就業と家

事’育児に追われて接触に余裕のない親子関係．孤
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立しがちな地域社会関係，そして家事・育児をめぐ

る家庭機能の問題，これらは汁親家庭の悩みの・＃一た

るものでもあり、今後の配慮と援助対策が、相談、

家庭介護、地域化にわたって必要である．

　3．就業と経済生活

　片親家庭の親の就業は、安定度、収入、勤務終了

時間、生きがいの点から、必すしも恵まれたもので

はない．就業と家事・育児が安定し満足して行える

よう，できる限り有利な職種・職場の開拓とそのた

めの職業訓練が必要である．母i”家庭に限らず，父

子家庭にも低所得階層が少なくないのだから，シピ

ルミニマムの確保，各種の貸f・1『や優遇措置が必要で

あろう，

　4．母子家庭と父」：家庭へのキメ細かい配慮と受

　　　益者負担

　要するに母f㌘家庭は父不在，父了・家庭は母不在で

ある．母子家庭では経済力、J：　Uもの父への同．・化，

父からの指導といったものがとくに不足し、父1二家

庭では子どもと密接に結びついた家事・育児機能．

子どもの母への同・化，母からの指導，地域社会と

の接触がとくに不足する．また同じ片親家庭でも．

同居の親族の有無，経済状況，育児中心の若年，家

事・教育中心の中年と，親f一分離の高年などによっ

て，問題と援助の重点が異なる．むろん片親家庭の

福祉は，そこでの親f”が自ら主体的に図るのが第・

義である．その意味からも福祉闇莫1とサービスは原

則として求められてt・ILL：すべきだし．　ll’親家庭に負

担能ノJがある限りば受益者川11を行『：’べきである，

　5．予防と基盤解消．PRと総合化

　1丁親家庭の発生予防と自｝1的解消のために．とく

16

に結婚と再婚関係において．ノ＼問関係的援助が・巳・要

である．またすべてに余裕のない片親家庭の親∫・の

ために．必要な資源のPRと．各家庭に即した使」・

やすい総合相談とサービス、ならびに地域ネツトワ

ー一 ク化力・必要で．らる．
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母子世帯に

　母子世帯に関する調査は昭和27年よリ5年ないし

6年おきに、寡婦に関する調査は昭和43年と48年に

それぞれ実施されてきたが，今回は5年ぷりに．昭

和53年8月1日現在で母子世帯について標記の調査

が行われた．この調査において「母∫世帯」とは、調

査日現在で満20歳未満の子どもを扶養している配偶

者のない女子とその’f’どもからなる世帯などである．

　今回の調査は，前回昭和48年調査後の5年間にお

ける経済基調の急激な変化に伴い、母子世帯を取巻

く社会環境もかなり変化していることが予想された

ため，母子世帯の生活の実態を把握し，今後におけ

るこれら母子世帯などに対する福祉対策の充実を図

るための基礎資料を得ることを目的として．昭和53

年厚生行政基礎調査の被調査世帯から選定した世帯

および世帯員を調査客体として行ったものである．

　母子家庭の増加

　昭和31年以降の調査結果からN子世帯の動向をみ

てみると，昭和30年代の母子世帯の数は、いわゆる

戦争未亡人といわれる人たちの世帯がかなりの部分

を占めていたため総数で百万世帯を超えていたが、

これらの戦争未亡人世帯の子どもの年齢が20歳に達

世界の児竃と母性

関する調査結果
tぎ　　　　うら　　　　ひろ

杉　　浦　　宏
厚生省児童家庭局

母子福祉課謀長補佐

船
章

し，いわゆる寡婦世帯へと移行していったため，昭

和42年の調査では515，300世帯と大幅に減少してい

る．しかしながらその後は増加傾向に転じ、48年の

調査では626，200世帯と10万世帯以上増加し，さら

に今回の調査においても633，700世帯と前回調査よ

りも増加している．〔表1＞．なお全国総世帯数に対

する母子世帯の割合は，表2のとおりとなっている．

　世帯の変容

　母子世帯になった原因別の動向をみてみると．最

近の傾向としては、離別による母子世帯の比率が，

31年14．60／o，36年16，8％，42年23．7％、48年26．4％，

53年37．9％としだいに増加するいっぽう，死別の割

合力c31年77．9％，36年77．1％，42年68．1％，48年61．9

％．53年49．9％と減少している．このように減少傾

向にある死別のなかで，これまで事故死が増加傾向

にあったが，今回の調査では減少していることが注

目される．いっぽう病死は引続き減少傾向にあるが，

これは医学の進歩や保健衛生の向上などによるもの

と考えられる．未婚の母などの割合が増加してきて

いるのは，世棚の・端を表しているものと考えられ，

母子世帯になる原因は内容的に変化してきている．
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表1　母子世帯になった原因別割合と世帯数
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表2　全国総世帯数に．対する母子世帯の割合

調査年 53年 48年 42年 36年 31年

母子世帯総数　A 633．700世帯 626，200世帝 515，300世帯 LO29．000世帯 1，150，000醗

全国総世帯数　　B 34．466千世帯 32、314干世帯 28，144千世帯 23、509千世情 19．823刊掃

母子世帯出現率　A／B L8％ L9％ 1．8％ 4．4％ 5．8％

全国総世帯数は，厚生行政基礎調査による推計値
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表3　母子世帯になった年齢別・原因別割合

世界の児童と母性．
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表4　母の年齢階級別母子世帯数
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　母子世帯になった当時の母親の年齢別に母子世帯

になった原因を今回調査からみてみると，35歳以上

で母子世帯になった場合は，「死別」によるもの65．5

％に対して，「離別」によるもの24．1％で，「死別」の

ほうが多くなっているが，35歳未満で母子世帯にな

った場合は，　「死別」によるもの33．8％に対して，

「離別」によるもの52．3％となt），逆に「離別」に

よるもののほうが多くなっている．（表3）．

　若年母子家庭の増加

　母子世帯の母親の調査日現在の年齢をみると，平

均年齢は42．7歳であり，年齢分布を10歳階級別にみ

ると，「40歳代」が313，000世帯で最も多く49，5％と約

半分を占め，次いで「30歳代」が29．7％となってい

る．これを48年および36年の調査と比べてみると，

Lり歳未満の母親の割合が36年66．9％，48年76．0％，

53年84．8％と増加しておt），50歳以上の母親の割合

が36年33．2％、48年23．5％，53年15．3％と減少して

いて，平均年齢の低下傾向がうかがえる．とくに「20

歳代」の割合は，36年の2．7％，48年の4．8％が，53

年には5．6％へ、「30歳代」の割合も36年の20．4％，

48年の26．3％が，53年には29．7％へと増加しており，

20歳代および30歳代の若年母子家庭の増加が顕著で

ある，（表4）．

　また母子世帯になった当時の母親の年齢を今回の

調査からみてみると、　「30歳代」が最も多く46．1％

を占めており，次いで「20歳代」が25．0％となって

おり，30歳代および20歳代で母子世帯になった母親

が7割を占めている．

不安定な雇用と低所得

母子世帯の母親の就業状況をみてみると，母子世
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帯全体に占める就業母子世帯の率は，36年調査にお

いては85．6％，48年調査では83．9％と高く，今回の

調査においても85．2％と高くなっている．これを53

年度労働力調査年報による「有配偶者女子」の就業

率48．2％に比べてみると1．8倍の高率となっている．

表5　就労状況別母子世帯数

全国推計数 構　　成　　割　　合
区　　分

53年 53年 48年 36年

総　　数刊錦 633．了 （【oo．旬％ （100．旬　％ ｛100．引％

仕事あり千世缶 540．0 〔85．2｝100．0 （93．9）100．0 〔85．6｝100．0

農　　　業 31．0 5．7 ｝掘
自営業主 86．0 15．9

｝閣

雇人あり 26．0 4．8 6．3 一

雇人なし 60．0 11．1 21．8 一

家族従事者 8．0 1．5 3．9 0．9

役　　　貝 4．0 0．8 0．7 一

常用雇用者 328．0 60．6 52．0 29．2

】人一29人 159．0 29．4 20．9 一

30人一的9人 U4．0 21．1 22．0 一

L㎜人以上 55．0 10」 9」 一

臨時雇用者 28．0 5．1 2．9 ユll2’2

日雇労働者 18．0 3．4 64

そ　の　他 37．0 6．9 6．0 20．8

仕事なし千世帯 94．0 〔14．8） 〔16．D （M．4〕

これは当然のことながら主たる生計維持者を失った

ことにより，新たな収入の道を確保する必要に迫ら

れたためと考えられる．それらの母親の就労形態の

推移をみると，就労している母子世帯全体のうち，

常用雇用者である場合が36年調査で29．2％であった

のが，48年には52．0％と増え，53年には60．6％と増

加してきているものの，勤務先の事業所の規模が従

業員数30人未満という中小企業に雇用されているも

のの割合が48年調査では20．9％，今回調査において

20

も29．4％と多く占め，また臨時雇用者の増加，日雇

労働者の存在を踏まえると，その雇用はいまだ不安

定な状態におかれているといえよう．（表5）．

　このことは所得の状況からも明らかであり，今回

の調査から母子世帯（平均世帯人員3．2人）の年間所

得（税込）の平均額は156万円である．これを53年国

民生活実態調査による一般世帯〔平均世帯人員3．56

人）の平均額336万円に比べてみると46．4％となi）　！

半分以下の所得状況である．

　児童の就学と教育貴など

　母子世帯にいる子ども（20歳未満）の数は99万1

千人であり，就学状況をみると中学卒業児が39万1

千人で39．4％と最も多く，次いで小学生が27万9千

人28．1％，中学生21万8千人22．0％，未就学児10万

4千人10．5％となっている．これを20歳未満の全児

童人口（昭和53年10月1日現在推計人口，総理府調）

の区別割合と比べてみると，母子世帯の場合は未就

学児の割合が少なく．中学生以上の高学年層の占め

る割合が多いといえる．（表6）．

表6川　母子世帯児童の就学状況

20歳未満の児童総数 未就学 小学校 中学校 中学卒業

991千人 104 279 218 391

100．0％ 10．5 28．1 22．0 39．4

表6②　該当年齢区分・児童人口

20歳未満の
児童人口

未就学
該当児
小学校
該当児

中学校
該当児

中学卒業

該当児
35．483刊・ 12，235 11，120 4，982 7，146

100．0％ 34．5 31．3 14．0 20．1

　　　　　　〔昭和53年10月1日現在推計人口．憶理府調）

母子世帯にいる「中学卒業以上で就学している子

’
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表7　中学卒業以上の子どもの就学児数および7月中の学資の平均支出

世＃の児童と母性

中卒以上の就学児 高　校 高　　専 短　　大 大　　学 専修学校または各種学校 その他

就学児数 平均支出 就学児数 平均支出 就学児数 平均支出 就学児数 ・P均支出 就学児数 平均支出 就業児数 平均支出 就学児数 平均支出

（100％）

291千人 20千円

〔75．3）

219千人 15千円

（0．9）

2．6千人 20千円

〔3．2）

9．4千人 36千円

（11．D

32千人 44千円

（6．6）

19千人 21千円

（3』）

8，6干人 22千円

表9　子どもに関する悩みの有無および悩みの種類

あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り20歳未満の子

どもの総数 教　　育 しつけ 進　　学 就　　職 非行化 健　　康 その他
な　　し

991千人く100％） U2．7） （IO．6） （14．1） （9．6） （L8） （8．2） （3．4） （39．5）

ども（20歳以上の子どもを含む）」は29万1千人であ

り，子ども1人についての昭和53年7月中の学資の

平均支出額は2万円である．また就学している子ど

もの大部分（75．3％）は高校生であり、その高校生

1人当りの7月中の学資の平均支出額は1万5千円

となっており．短期大学生は3万6千円，大学生は

4万4千円となっている．（表7）．

　なお学資とは、授業料，PTA会費，やむを得な

い寄付金などの学校納付金，教科書代，参考書代な

どの学用品費，通学のための交通費などの付帯的経

費の総額である．

　母親の子どもに対する進学目標をみると，男の子

にっいては，回答のあった母子世帯の50．7％が「大

学」を希望し，42．1％が「高校」を希望している．

表8　子どもに関する進学目標別割合

進学目標
義務教育

ま　　で 高校 高　専 短大 大学

男の子について （2．4％） （42．1） （2．6） （2．2） （50．7）

女の子について （3．0％） （58．4） （1．2） （17．8） （19．6）

女の子については，58．4％が「高校」を希望し．19．6

％が「大学」を希望し，17．8％が「短大」を希望し

ている．（表8）．

　いっぽう母親の子どもに関しての「悩み1の有無

についてみると，「悩みあり」とする母子世帯は，全

体の633，700世帯のうち59．1％，37万5千世帯であり，

「悩みなし」とする母子世帯は40．9％，25万9千世帯

となっている．悩みの種類をみると表9のとおりで

あり，「進学」「教育」「しつけ」および「就職」につい

てがおもなものとなっている．

　なお悩みの有無を子どもの就学状況別にみると，

「悩みあり」の割合が最も高いのは「中学生Jで70．4

％と高く，最も低いのは「中学卒業生」で52．9％と

なっている．（表10）．

表10就学状況別，子どもに関する悩みの有無の割合

　　就学状況
悩みの有無 未就学 小学校 中学校 中学卒業

悩　み　あ　り 64．3％ 66．0％ 70．4％ 52．9％

悩　み　な　し 35．7％ 34．0％ 29．6％ 47．1％

　また子どもの就学状況別に悩みの種類をみると，

「未就学児」では「しつけ1（29．6％），「小学生」では

「教育」（21．1％），「中学生」では「進学」〔29．2％），「中

学卒業生」では「就職」（16．8％）がおもなものとなっ

ている．
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片親家族への地域ケア
一
フランス・ストラスブール市の例一

蕎　将　暮　子
ストラスプール大学大学院生

　社会福祉司

　片親家族の問題はフランスでも，最近多くの注目

を浴びている．1976年から実施されている片親手当

（L’Allocatbn　de　Parent　isol6）の受給希望者の内訳

をみても，幼ない丁どもを片親で育てている人は，

未婚の母，未亡人，離婚した人，別居したノs，遺棄

された人と多様にわたっている．1979年12月現在，

月に最高1，600フラン〔約10万円）、‘F均1，〔〕00フラン

支給される片親手当は，妊娠中あるいは幼ないf’ど

もをもち働けない片親への援助を主目的にしている．

最年少の子どもが3歳になるまでという支給制限が

あり、その後は，孤児手当（L’Allocation　d’Orphelin　1）

の対象となる．受給者の大半は女性であるが，男性

も含まれている．

　片親家族への地域ケアは．まずこの片親手当の申

請リストをもとに，市の社会福祉司〔．AssistanEe

sociale）が．申請者を個別に訪問することから始る．

このとき各のニードに応じて、医療機関の紹介、母

の家を始めとする社会施設への手続きの援助，法廷

を通して，あるいは｛固別に行われる人間関係の調整，

さらには住居や仕事を探す手伝いが、社会福祉司の

仕事である．ストラスプールの市役所では，社会福

祉事業課長プユレッ’ソ氏のもとに約60人の社会福祉

司が働き，各地域に配属され，ニードの発見や援助

に当っている．1955年に社会福祉学校を卒業したユ

ップ氏は，20年間も担当地区に住込んでいるので，

申請書以前に問題を発見し、援助を求める地域の人

びとから直接話をもち込まれることも多いそうだ．

　片親家庭のなかでいちばん問題をもつのは、親に

なる者が年少者〔未成年，18歳以下）のケースであ

る．ここでは単なる経済的生活問題，了・どもの教育

文化の問題以外に，とくに母親自身の身体的・精神的・

教育的問題があるので，地域ケアの必要性も高い．

　妊娠中絶と未成年者

　子どもを産むこと自体に明らかに困難が認められ

る場合は、1975年以来，妊娠中絶が法により認めら

れている．つまり正当な理由があり，妊娠10週間以

内であれば、成年者は単独で，未成年者はどちらか

いっぽうの親の許可があれば，指定の機関の承認を

得て，認可された医者のもとで妊娠中絶ができる．

この1975年法（任意の妊娠中絶に関する法；Loi

relativeδHnterruption　v・1・nraire　de　Gvossesse）

は，長いあいだ堕胎を禁止してきた192（」年法の廃止

’
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1

を前提にした暫定法であるが，1980年1月以降も若

干の修正（その親に子どもを産みたい意志のあると

きは奨励するというi点）を加え，再運用されている．

　カトリック教国であるフランスでは社会的にも妊

娠中絶への反論が強く．法定許可日数以上のケース

や難しい手術の場合は，現在も国外で行われている，

　1975年法は母子福祉にとって多くの好結果をもた

らしたが，乱用例や，まだ適切に周知されていない

例も多い．たとえば，年少の未婚の母が妊娠して、

社会福祉司が中絶を勧めるようなケースでも，本人

の親が社会的・宗教的理由から反対し、中絶が実施

できないこともある．またこれは各国共通だが，年

少者の場合，とくに無知と困惑のため．妊娠の事実

を見過したり隠したりして，はっきりわかったとき

には，法律上認められない時期になり，また手術が

母体にも危険だというケースが，当地でも多い．

　妊娠中絶に必要な費用770フラン（約5万円）は，

社会保険の対象にならないが，経済的に困難な場合

には，医療の公的扶助支給の可能性もある．

　母の家

　子どもをもつための環境整備のできていない片親

のためにつくられた出産前後の休息と育児の場所が、

母の家（maisen　maternelle）である．ストラスプール

市には二つの母の家がある．未成年者のためのマリ・

マドレーヌ寮（Foyer　Ste　Marie－Madeleine）と成年者

のためのロビザ寮（Maisen　Lovisa）である．両者は

組織・機構・目的、またそこでの問題の性格が，そ

れぞれ特徴をもっている．

　マリ・マドレーヌ寮には現在，18歳以下の未成年

世界の児童と母性

の母親24人と19人の子どもが収容されている．未成

年者保護の場合、寮の仕事はつねに裁判所との連絡

のうえで行われ，母親への学校教育の機能も兼ねて

いる点が特色である．この寮にも14～15歳からの未

婚の母（あるいは年少の母）を対象に，専任教員に

よる授業が行われている．さらに高等教育を受けた

い者には，地域の高校や大学へ行く機会もある．母

親は学業のほか，編物その他の生活訓練を受け，専

門家によるグループワークも行われている．

　いっぽうロピザ寮には現在t9人の母親と3人の

子どもしか収容されていない．1945年設立以後10年

間は55人の定員いっぱいであったのが，1960年には

28人，そして現在9人と減少している、この理由に

ついて寮長は「県の財政難と，地域での受入れ態勢

の向上」を挙げている．1975年法以降なお当所に入

居せざるを得ない人は非常に問題が多く，ことに社

会的適応力や育児能力が著しく欠ける場合があり，

退寮後の指導も難しい，と寮長は語っている．

　両寮は共に，県から支給される収容母親1人1日

につき約400フラン（2万4千円）の運営費によって

人件費・食費などのすべてが賄われている．母親の

個人的生活経費は前述の片親手当が受給され，出生

費用（衣料・雑費）は社会保険で100％保障されてい

る、施設内社会福祉司のおもな役割は，4人共同部

屋で生活する母親同士のトラブルの調整，退寮後の

住居の確保（公営住宅HLMへの優先入居権あり），就

職口のあっせんなどである．

片親家庭の子ども

片親に育てられる子どもにとって，地域のなかで
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　地域の活動に参加Lた∫・どもたち

最も大きな不都合は，親が外で働くあいだ，了・ども

を預る施設が不卜分なことである．フランズの幼稚

園はエコノいマテルネル〔母の家学校1，1前号撚ヘー

ジ所載）といわれるごとく．低年齢i2歳児）から

受人れ、8時～12時，14時～t6時と保育時措｜も三ミい

が，働く片親にとってはこれでも1’分でない．給食

のある幼稚園は少数で．夕戊川8時まで保育してくれ

る私立の保育所ljar［lin　J’e：lfant1も1・分でない．2

歳児以下の保育施設［galedrie、　c’r“e，he，i’も数不足で，

個ノ＼的託児は非常に費用が高い．

　さらにll’親の．fどもへの社会的偏見も見逃かせな

い，フランスでも．般に‘衆亡人は同情され，離婚

は冷たい目で見られ、未婚のほは冷たくあしらわれ

る．一たとえば，母∫・家庭の場合，私営アパートへの

人居を家主から拒否される率が高い，しかし個ノ＼主

義でありなから．杜会階層間の文化の違」・の苫：しい

フランスでは、階層によ一．．、て見解の差かある．「家庭

からの解放∫．∫・どものためにも無理な結婚継続は良

くないヒろ1える離婚：からtl，．1二る片規家庭は．’k活

トの困難という点は161じでも，暗い．イメージは少な

24

い．短1識層の多く住む大学地区は，ストラスプール

ても最も自由な気風の所ヒ．．・われるが，ゴ・どもの友

．ノ＼の母親が自己紹介のとき，実に堂どうt’「私は結婚

していません一と言うのには．はじめF．i惑．った．

　般の．t｛：通の1’Lぴとのあいだで．は、やはり家族で

受λ、れている場合か多く，同居していなくとも母親・

父親の’｝三家どの接触が大きい，伺じストラスプール

のなかでも，現場労働者の多く住む地区では、午で

も未婚の母ゴはたいへん非難され、そのlsl一住地から

追放される．二とも多い，

　休暇が長く，学校教育以外での宅化・体育活動が

地域とのつながりで行われるフランスでの．片親の

丁どもにとって、杜会活動への参加の機会力∀両親そ

ろっている場合より限定きれるのは，たいへんな痛

子で．ある．休暇センターや校外活動のサークノしでは，

こうLた点を．ぢ壱し，片親で育てられる1：Yもや，

母親が就労するf・どもに．参加優先権をlj一えている．

　むすび

　そのほか未婚の母の会、未亡人会，世帯主である

女性の会などの．．｝三体的サーク戊しでは，定期的に集会

を催し，互いの生活問題を、；舌合ったり、社会への働

きかけをしたりしている．また婦人情報センターの

ように、ボランティア活動による地域力母f・のため

の生活相談，就職※内，之化活動を活発に行ってい

る所もある．こうした民間の活動が．家肪1手当金庫．

杜会保障者，健康省、そして県や市の地．）∫単位の公

的な社会福祉i’irf動と、よリ厳密な連絡を取リ，相JL

にその活動わを高めれ∴ξ，片親家族の地域ヶアも，

より大きな実を結ぶに違いない．
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オーストラリアのケアフォース

　はじめに

　オーストラUア・メルボルン市郊外の静かな住宅

地に養護施設，セントジョンズホームズ・フォア・

ポーイズアンドガールズ（St．　John’s　Homes　for　Boys

and　Girls）がある．1979年8月26日一一9月1日にメ

ルボルンで開かれた国際社会福祉協議会・アジア西

太平洋地域会議のプログラムの一・つ，施設訪問のと

きに私はこのホームを見学した．ホームは1921年に

英国教会によって創立された民問養護施設である．

　×舎制から分散小舎制ヘ

　オーストラリアの養護施設の起りは，日本と類似

したところがあt），第1次世界大戦後に，多くの戦

災孤児・浮浪児を英国から送込み，大舎制の収容施

設としてスタートした．第2次大戦後も同様に多く

の戦災孤児が送られてきた．

　このホームは大舎制でスタートしており，当時は

男児だけを対象としていたが、10年前，小舎制に切換

ったとき，男女を対象とするようになった．現在は

分散式ファミリーグループホームの形態を取ってい

る．かつての大舎制時代の建物は，現在は礼拝堂・

図書室・面接箋・レクリエーションその他の諸活動・

おお　　　たに　　　　　　　　　　　　　こ

大　谷　リ　ツ　子
基督教児童福祉会
国際精神里親運動部

治療のための部屋として用いられ，それに付設して

本部の建物がある．ここには各部のスタッフのみが

いる．

　子どものいる家は，車で10分も15分も離れた街な

かの普通の家屋であり、他の住宅と識別できない．

　ファミリーグループホームは次の三つに分けられ、

約100人の’S・どもが養護されている．　①コテージ

（cottage）8か所一普通の要養護児竜のため．②ホス

テル（hostel）6か所一問題行動のある少年少女を対

象とする短期治療施設．③幼児寮（pre－sch・・l　unit）

3か所一学齢前児童の情緒障害治療施設．

　ケアフt一ス（care－ferce）の起り

　以上の収容型施設養護とはまったく異なる形態で，

地域社会に向けてサービスを提供するためのケアフ

t一スと呼ばれるものがある．ホームの施設長は50

余年にわたる収容施設養護の経験を通じて，施設養

護の目的は、子どもの処遇と併行して家族の調整を

することによって，子どもが親元で養育されるよう

に家庭に帰すことであると言い，そのための努力を

最優先的に考えねばならぬことを強調している．こ

の考えを推進していくと，家庭崩壊を防止する努力

2「o
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　ホームの本部でわれhiL・行

が真っ先になされなければならない．ケアフt一ス

はそのために誕生したのである．1975年，いくつか

の機能をもつケアフォース事務所が，問題発生の多

い地域4か所に開設された．

　ケアフt一スの機能

　子どもは家庭の在る地域のなかで、親の手によっ

て育てられるべきである．最優先されなければなら

ないのは，家庭生活を強化して家庭崩壊を防止し．

できる限り収容施設入所を避けることである．その

理念を実行に移したのがケアフt一スである．まだ

実験的プロジェクトの段階であるというが、ソーシ

ャルワーカー・受付相談員・児童養護指導員・ファ

ミIJ一エイド（family－aid；日本のホームヘルパーに相

当する）などの専門スタッフのほかに．多くのボラ

ンティアがいて，各チームを組み，各地域のニード

に応じて独自のサービスを行っている．事務所には

受付相談員がいつでも相談に応じられるように待機

してお「），事務所で話合ったり，またファミリーエ

イドによって，温かい心のこもったもてなしのなか
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で家事・育児について教え，子どもの遊ぱせ方を身

をもって覚えさせ、調理を指導し，あるいは子ども

に思い切って十分に遊ぷチャンスを与えさせる，と

いうような具体的なサービスを提供している．

　あるチームは家庭訪問をして問題解決に当ってい

る．また緊急に保護が必要になった子どもを，短期

間保護してくれる一時里親家庭も各地域に確保して

あり，家族の危機に対応する駆込み寺式の機能をも

っている所もある．

　このように多様なプログラムを通じて，スタッフ

の忍耐と受容によって母親はしだいに自信をもつよ

うになり，自分自身と家族全員を上手に取仕切って

幸せを感ずるように変っていき，家族の危機を脱出

するのである．

　4か所のケアフt－xは，移民の多い地区，問題

発生の多い地区に事務所を構え，その地区の役所・

警察・幼稚園・保育所・学校・教会・保健所・病院・

裁判所など，あらゆる機関と連絡を取りながら，問

題を抱えた家庭に出向いたり，来所してもらったり，

24時間連絡の取れる電話を用いたりして，具体的に

家庭生活の強化につながるさまざまな形式のサービ

スを提供して，現実に崩壊しつつある家庭の崩壊防

止に努力している．

　崩壊の予想される家庭にはとくに注意していると

のことで，その例として母親が施設出身者の場合を

取上げた．なぜならばかの女自身が母性的養育を受

けていないため，育児能力が低く，家庭の機能，母

親の役割を知らないかちである．との説明があった

が，ここでもジョン・ボウルピー（John　Bowlby）の

言う悪循環が現れており、その悪循環を断切るため

’
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の現実的な努力がなされていることを知った．

　1975年の開所から現在までに約500世帯，600人の

子どもを対象にしてケアフォースのサービスは提供

されている．この努力の結果か，コテージに新たに

入所する幼児・年少児が減少し（これは出生率の低

下も併せ考えなければならない），コテージ現在の児

童年齢は10～14歳が最も多いということであった．

ケァフt一スの事務所

　財政面について

　財政的な裏付けについてみるならば，収容児童の

場合，約70％が国および地方自治体から措置費とし

て支給され，3〔｝％が地域住民からの寄付金によって

世界の児直と母性

補われている．ケアフォースに関しては，まだ実験

的プロジェクトであるとして補助金がなく，ホーム

全体の予算のなかで大きな負担となっている．それ

にもかかわらず理事会およびスタッフ全員は，この

開拓的プログラムの意義を認め，その推進のために

地域の人びとの理解を求め，募金に懸命な努力を傾

けながら活動を進めている．

　おわりに

　施設養護の目標であり，最も重要な機能が，子ど

もが親の手元で育てられるように家庭を調整し，家

庭生活を強めていくことであるとするならば，養護

施設の側からその家庭に接近して，家庭崩壊，親子

分離の防止に努力することこそ必要である．それは

着実に効果を上げているようであった．

　ひとりのチームリーダーの「私たちは魔法のつえ

を持っているわけではありませんが、忍耐と，理解

と，受容を通じて，家族は確実に成長してカをつけ

てきますJという言葉に，耳を傾けたい．ケアフォ

ースの機能が活発になればなるほど，収容部門の児

童は減少し、財政的に圧迫を受けるという矛盾をは

らみながらも，なおかつケアフォースの意義を認め，

負担を克服しながら活動し続けるホーム全体の在り

方に，深い感動を覚えた．

　シンポルマーク

スコ7トランド片担賂是会　〔See－

‡油Coロ杣了or　Sngle　Parents），

片星京庭のケアならびに目廉団体と

の交漉．本蟹Lエジン’《ラ．
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オランダのトライアングル
〔DE　TR工ANGEL）

あみ　　　　　の　　　　　たけ

網　　野　　武
日本総合愛育研究所

研究第5部部長代理

防
博

　家族の収容治療

　日本児童問題調査会が主催する国際児童福祉調査

団の一貝として，オランダのアムステルダム市街に

ある社会治療施設「トライアングル」を訪れたのは、

昨年の9月も押詰った秋たけなわの日であった、

　一・般に福祉施設というと，特定の子どもあるいは

成人を対象としている場合が通例である．ところが

ここに取上げる「トライアングル」は．親とチを家

族ぐるみ収容して，施設生活を通じて社会治療を進

めるというユニークな方法を行っている．この施設

は今日ヨーロ・ソバで唯・一のものであり，たいへんに

興味深く，参考になる点が多くみられた．

　設立の背景と治療の方針

　社会治療施設「トライアングル」は，1972年1月，

カトリック系財団法1×によって設立された比較的歴

史の新しい施設である，この施設が設けられた背景

として，当日案内してくれたドージェスさんは欧米

の先進国に共通にみられる近年の社会変動と、それ
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に伴う家族の基盤の不安定さ，崩壊しやすさを挙げ

た．オランダでも夫婦の離婚の増加，親のアルコー

’レ中毒．子どもに対する虐待あるいは家庭内の不和

などから，子どもが家庭で，十分に適切に養育が受

けられず，そのための福祉施策が求められていた．

とりわけ都市に住むいわゆる下層階層の家族，外国

からの移民や出かせぎ労働者の家族のなかに，これ

らの問題が多く見出されがちであったという．

　「トライアングル」は当初これらの家族問題をもつ

子どものための収容施設として設けられた．しかし

治療効果を上げるためには．子どものみならず問題

となっている家族そのものを対象として、親子を分

離することなく収容して社会治療を行うことが必要

であるとして，その後間もなく家族の収容治療を行

う施設へと方針を転換していった．この試みは着実

に根を下ろしつつあり，1980年には，オランダのユ

トレヒトおよびハーグの2か所に同種の施設が設け

られるとのことである．

　社会治療の内容

　「トライアングル」は総務部・家族処遇部・心理治

療部の3部門からなっている．日常生活における治

療に関しては家族処遇部が，とくに入所後期の重点

的な治療に関しては心理治療部が担当し，相互に協

力して治療に当っている，

　家族が入所すると．まず3～4家族で構成されて

いる，いずれかの施設内グループに所属する．通常

5グループがあり，各グループごとに，家族処遇部

に属するソーシャルワーカー4人と実習生2人の計

6人が家族と接触する．家族は一たん所属したグル

t



一プを変ることなく，退所するまでそこを基盤に生

活する．

　ソーシャルワーカーらの治療はおもにグループワ

ー クの手法を用いる．治療に当っては，1日3回の

食事時間以外は，日課のうえで各家族にとくに制限

するものはない．それまでとかく社会からも孤立し，

閉鎖的・消極的な生活態度をとりがちな家族は，面

接と生活指導を繰返し続けられているうちに，しだ

いに生活意欲を高め，家族内の人間関係を見直し、

他の家族や職場・学校とのつながりを強めていくよ

うになる．

　とくにゆがめられあるいはもつれ合った家族・親

子関係の治療には，心理治療部に所属するサイコロ

ジストおよび養成・訓練生各1人が当る．入所後4

～ 5か月目ころからは，ムーブメント・セラピーを

中心とするインテンシプな治療にウェイトがおかれ

る．とりわけ子どもを拒否的にとらえたり，子ども

のマイナス面にだけ目を奪われていた親が，施設の

職員との治療関係を媒介として，他の家族や親との

共同生活を通ヒて，しだいにわが子への理解を深め

ていく過程がみられる．

　こうして「トライアングル」における家族の収容

治療は，平均約6か月で終了するとのことである．

　「トライアングル」の意味

　全ケースのうちどの程度真に治療効果がみられる

のか？　プライバシーの問題は？　外国人が含まれ

ていることによる相違は？　限られた時間で1ま実情

に．f分触れることができず，また人所者のプライパ

シーと治療への配慮から家族と直接面談することが

世界ク）児笹と母性

できなかった．しかし以上述べたことからも察しら

れるように，それぞれの家族を核として．ほかの多

それなりに浮ぴ上がってくる．　　　シンPtJvマーク

ミニ紹介2　インウッド・ハウス10代の未婚の
母収容施設（INWOOD　HOUSE）一ニューヨーク

ニューヨーク・セントラルパークの東側，住宅街の

一 ・角にあるアパート風建物．民間立で，igi7年まで

1［iwood　Parkにあったが，19．　64年に現地へ移ってきた．

対象者は10代の出産前後の未婚の母で．人種・宗教

を問わず収容する．母子が共に生活することを認め

ず．妊婦と出産後6～7か月までの少女を，満21歳

まで収容する，定貝36人．職貝はディレクター・指

導員・ソーシャルワーカーなど約40人．経費は市の

ソーシャルサーピスの援助から80％，ほかに・一・般寄

付金．入所している少女には，学習，生活指導また

は心理療法などを用いて母親としての自覚をもたせ，

将来への希望をもった社会人として，社会復帰がで

きるよう指導している．
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アメリカの
婦人の危機センター
（WOMEN　IN　CR工S工S）

はん　　　　　ま

本　　間
東京都同胞援護会

世田谷母j「一寮va長

What　is“Women　in　Crisis”？

と
R
P

さ
頻 子

　アメリカでは数年前から「家庭内暴力」が注目を

浴びるようになった．夫の虐待の犠牲者である婦人

と子どもの悲惨な姿がマスコミで取上げられるよう

になり，かれらを救わなければという運動が各地で

起るようになった．WIC（Women　il　Crisis）はその

ニードにこたえて，人間性の開発と探求を目的とし

ている民間団体が母体とな｝〕、1977年5月にコロラ

ド州レークウッドで発足した法人である．

　WICでは大きく分けて二つのプログラムをもって

いる．その一つは家庭崩壊の予防を目的として危機

に至った夫婦のカウンセリングをおもな仕事として

いるWICセンター一であり，もう一・つは実際に暴力に

直面している婦人と子どもを緊急に避難させるsafe－

homeである．

　Womerl　in　Crisis　Center

　法人発足と同時に創立されたこのセンターは，赤

十字や教会の支援を受けて活発な活動を続けてきた
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が．1979年11］からコロラド州のSocial－Servicesに

組入れられた．職員数が発足当初よりも多くなり．

正式に行政の一部として仕事をしている．

　仕事の実態では，preventive（予防）－counselorと呼

ばれる熟練したカウンセラーが，センターを訪れる

クライアントのカウンセリングを行っている．1977

年8月から1年間にセンターで扱ったクライアント

は，51組の夫婦と92人の個人（男14，女78），総計194

人で，そのうち半年間に12人が立直った．

　またセンターではそれ以外に，国内の暴力に対す

るさまざまな統計を取ったり，各国と文献の交換を

行ったりして．その結果を広く世間に報告して「虐

待」に対する一般の人ぴとの認識を深める仕事もし

ている．さらに婦人たちが主張したいと思うことの

代弁機関の役割も果し，婦人の地位の向上に努力し

ている．

　Safe－home

　Shelter（避難所）と呼ばれるこの施設が開設された

のは，センターよりひと足遅れて工977年8月15日で

ある．Safe－homeはセンターと異なる場所に設けら

れた、また財政上の理由もあって、市内のnursing－

home（老人ホーム）の一・部を貸t）、30世帯の定員で

発足した．

　入所経路については，自発的にくる者，委託の政

府機関を通じてくる者，友人に付添われてくる者、

時には警察官に保護されて連れてこられる者などと，

さまざまである，ここの所在は夫が追いかけてきた

りすることを考慮して公にされていないが，　「知る

人ぞ知る」である．

’
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　婦人の危機センター一全景

　施設は24時間いつでも開いていて，いつでも入所

できる．食物・衣類など一切の生活必需贔が与えら

れるので，着の身着のままで飛込むことができる．

時には暴力でけがをしてはいってくる者もいるが，

救急の医療機関と連携が取れていて，すぐに治療を

受けることができる．

　地域の学校とも連絡されていて，子どもはいつで

も受入れてもらえることになうており，入所と同時

に近くの学校に通学することができる．

　入所期間は1か月と短く，時にはそれを超えるこ

ともあるが，長くて3か月である．この施設の指導

方針は「決断力を育てる」ことであり，それ以上い

ると，決断力と生活力を鈍らせるばかりであるtと

の見解による．その1か月のあいだに婦人は自立を

目差して訓練を受ける．

　施設にはsafe－home－－counselorと呼ばれる職員がお

リ，24時間交代勤務で母親の指導に当っている．専

門の弁護士もおり，法律的な助言や援助を受けるこ

ともできる．センターからも家庭を定期的にカウン

セラーが訪れる．またセンターに出向いて行き，呼

世界の児童と田性

出された夫とともにカウンセリングを受けることも

ある．

　退所先については，復縁する者が16～17％あり，

その他は自分で仕事をして独立する，実家や親戚に

引取られていく、となっている．

　もう一つこの施設の特徴的なものに「ホットライ

ン」と呼ばれる電話相談がある．24時間いつでも受

付けており．専門のカウンセラーが待機している．

この電話番号はPRが行届いており，遠方からも相

談がもちかけちれ，時には数時間に及ぷこともある、

カウンセラーは時には避難を勧め，時には説得し，

自殺の恐れのある者に対しては近くの警察に連絡し

て保護してもらうこともある．

　施設は財政上の理由により，1978年5月31日やむ

なく閉鎖されるに至った、しかしその後，活動に共

鳴した篤志家が現われて援助してくれることになり，

1979年1月から市内のビルを借りて，再び活動がで

きるようになった．

　Future　p1ans

　婦人虐待はなぜ起るかということであるが，ニュ

ーハンプシャー大学における家庭内暴力の研究によ

ると，婦人を虐待している男性の30％は児童をも虐

待しており，自分が子どものとき親に虐待された者

は，妻や子どもを虐待するということである．この

研究結果を重要視したWICでは，実際に虐待されて

いる子どもが，成長した段階で妻や子どもに暴力を

振るうことのないよう．子どもの時からpウンセリ

ングを行い，円満な人格に育てるプログラムを近い

将来（1980年をめどとしている）もつ計画である．
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国際会議 CHInrc＃＝＃　ypmtyGt＃＃cHs＝fygeeeeeen

国際児童年にかかわる　日～27日・主催一国際リハピリテー

国際会議一覧シ。ン医学委R会．ニュ＿ヨ＿ク．
国際児竜年（IYC．1国際連
合　」］L務　局　r∫き　t’i’　『REG…S’rER

し）F　ACTIVITIES」　　カ・ら　手少多諌

国際家族会議（Conference　interna－

ti〔｝nale　de　la　Fami］le｝、パリ，　1月8

日～9日．．主催一家族協会国際連合．

パリ．

ヨーロッパにおける幼児教育と処遇

（Early　　Chi｜dhood　　Education　　and

Care　in　EL］rope．］，ストラスプール，

2月～3月．主催一一’般教育と教育

技術部門ヨーロ・ソバ協会．ストラス

プール．

人類の未来を創造する子ピもの擾

助に関する国際会箇　（lnternati（ma］

Congress：Help　the　Child　to　Shape

Man’s　FUture’／，アムステルダム，4

月9E］～王3日．ゴ三催一国際モンテ・ノ

ソーり協会．アムステルダム，

国際児童教育協会研究会一手をつ

なこ！う　　（Ass（）ciation　「ar　Chi｝dh‘x）d

Edueation　Internariona｜　S1udy　Cen－

ferencel‘、セントルイス，4月11日．k

催一匡；際児甑教育協会．ワシントン．

第6回リハビリテーション太平洋全

地域会蜘6th　Pan－Pacific　C。nference

on　Rehabi］itation），　ソr7ノし．　4月22

ヨーロッパがん具会蟄（European

Toy　Congress）　．ミュンヘン、5月20

～ 22日．主催一がん具商工業労資協

調会、ボン．

第26回家族に対する政府責任ヨーロ

ッパ会箇一児童に等しい機会を与え

る方法としての家族政策126thG）n－

ference　of　European　Ministers　res－

ponsible　ror　Family，tXffuirsj．アテネ，

5月．主催一社会事業部ヨーロ・ソバ

協会．ス｝ラスブール．

学校における交通安全教育（　Ensei－

gnement　de　la　Sbcurit6　rOUtiOre　dans

Ies　Eα．レles）．ストラスプール．5月．

三E‖竃一運輸省ヨーロ・ソノこ協会．　スト

ラスアール．

全児童のための平和と安全な未来に

関する国際会餓〔Conference‘〕n“A

Peace「ul　and　Sec．Ute　FUture　fOt’All

Childt’en”｝．アルジェ、5f’］－6月．

主催一nd　lk国際民丁三同盟，べlv　1｝ン．

第14回小児医療処遇協会定例国際会

箇（14！hAnnual　lntemiationa］C〔〕n－

ference　of　the　Association　ror　the

Care　of　Chi｜dren　in　Hospita］s　i．ロサ

ンゼルス，6月4日一7日．主催一小児

医療処遇協会事務局．ロサンゼルス．

児童文化国際会箇（La　CultUre　et　r

Enfant）．スウェーデン．期日不明，

主催一ヨーロッパ協会．ストラスプール．

国際児童年の理解を深める国際会議

（lnternationa］　Understanding　in　the

Year　of　the　Child　．／．グラスコ’一，7

月1日～6日，主催一ジョ’レ．ダンヒ

ル教育大学，　グラスゴー．

世界精神衛生会議一家庭と児童の精

神衛生〔World　Congress　en　Menra［

HealthlL．ザルツブルク、71．18Ei－

13日．主催一世界精神衛生連盟事務

局，パンクーパー．

障害者の情緒的および性的要求に関

する国際会箇〔：Em《）【ional　and　SeXual

Needs　l，r　Hunclicappe（】Penp［e　1］　．ブ

ラィトン．　7月10日～13H・．L催一

f；具者の性問題委貝会．ロンドン．

第7回児童歯科医療協会国際会阻

／7th　C・ngress・f　the　lnternati・na］

Assclciari〔）n　‘）f　 I〕enTistry　 for　Chi［dI’en‘，

プダベスト．7月lt）　EI　一　22日、主1崔

一国際児童歯科医療協会、ロンドン，

第3回天才児童世界会鶴〔3【てIWbrld

Conference　om　Gift　and丁alemed　Chil－

dren）．xWレム．7月22　H～26日．主
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